
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
十
九
号

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
一
条
　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
探
偵
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
届
出
書
等
の
提
出
）

第
一
条
の
二
　
法
及
び
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
届
出
書
又
は
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
届
出
書
又
は
申
請
書
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警

察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
届
出
書
又
は
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
探
偵
業
の
開
始
の
届
出
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
は
、
当
該
探
偵
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
探
偵
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限

る
。
）

ロ
　
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書

ニ
　
未
成
年
者
で
探
偵
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
を
記

載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
未
成
年
者
で
探
偵
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
法
定
代

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
に
係
る
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）
）

二
　
探
偵
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
に
係
る
前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
役
員
に
係
る
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

（
探
偵
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
探
偵
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
し
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式

第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
は
、
当
該
探
偵
業
の
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
当
該
届
出
書
に
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日
）
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
名
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
名
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
三
年
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
（
無
背
景

の
も
の
に
限
る
。
）
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
住
所
、
性
別
及
び
生
年
月
日

二
　
採
用
年
月
日
及
び
退
職
し
た
場
合
に
は
退
職
年
月
日

三
　
従
事
さ
せ
る
探
偵
業
務
の
内
容

２
　
探
偵
業
者
は
、
そ
の
従
業
者
が
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
そ
の
者
に
係
る
名
簿
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
標
識
の
閲
覧
）

第
六
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
探
偵
業
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

２
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
当
該
探
偵
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
内
閣
府
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
、
火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入

及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
警
備
業
法
施
行
規
則
、
風
俗

営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
、
火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る
内
閣
府
令
、

指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
放

射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
警
備
業
法
施
行
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
探
偵
業
の
業
務
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
七
日
内
閣
府
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
内
閣
府
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
又
は
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百

五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
十
八
歳
未
満
の
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
備
業
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
未
成
年
者
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
四
号

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第1号（第2条関係）（令元内府令5・令元内府令12・令2内府令85・一部改正） ※資料区分※受理警察署（署） ※受理番号※受理年月日 年月日 探偵業開始届出書 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第1項の規定により届出をします。 年月日 公安委員会殿 届出者の商号、名称又は氏名及び住所 （フリガナ） 商号、名称 又は氏名 住所 電話（）―番 ※ 法人等の種1．個人2．株式会社3．持分会社4．財団法人 別5．社団法人9．その他 （届出者が個人の場合のみ記載） 生年月日年月日 明治大正昭和平成令和※ 12345 名称 ※ 所在地 営業所 電話（）―番 ※ 設置年月日 年月日 種別1．主たる営業所2．その他の営業所 広告又は宣伝 をする場合に 使用する名称 別紙（届出者が法人の場合のみ記載） ※資料区分 （フリガナ） 氏名 代表者 住所 電話（）―番 生年月日年月日 明治大正昭和平成令和※ 12345 1．取締役又は執行役2．監査役3．業務を執行する社員 役職 4．理事5．監事9．その他 役 （フリガナ） 氏名 住所 電話（）―番 者生年月日年月日 明治大正昭和平成令和※ 12345 1．取締役又は執行役2．監査役3．業務を執行する社員 役職 4．理事5．監事9．その他 役 （フリガナ） 氏名 住所 電話（）―番 者生年月日年月日 明治大正昭和平成令和※ 12345 1．取締役又は執行役2．監査役3．業務を執行する社員 役職 4．理事5．監事9．その他 役 （フリガナ） 氏名 住所 電話（）―番 者生年月日年月日 明治大正昭和平成令和※ 12345 記載要領 1※印欄には、記載しないこと。 2数字を付した欄は、該当する数字を〇で囲むこと。 3所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第2号（第3条関係）（令元内府令12・令2内府令85・一部改正） ※資料区分※受理警察署（署） ※受理番号※受理年月日 年月日 探偵業廃止届出書 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第2項の規定により届出をします。 年月日 公安委員会殿 届出者の商号、名称又は氏名及び住所 （フリガナ） 商号、名称又は氏名 法人等の種別1．個人2．株式会社3．持分会社4．財団法 人5．社団法人9．その他 探偵業届出証明書の番号 廃止の年月日 年月日 廃止の事由 記載要領 1※印欄には、記載しないこと。 2数字を付した欄は、該当する数字を〇で囲むこと。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  
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式
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号
（
第
３
条
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係
）

別記様式第3号（第3条関係）（令元内府令5・令元内府令12・令2内府令85・一部改正） ※資料区分 ※受理警察署（署） ※受理番号※受理年月日 年月日 探偵業変更届出書 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第2項の規定により届出をします。 年月日 公安委員会殿 届出者の商号、名称又は氏名及び住所 （フリガナ） 商号、名称又は氏名 探偵業届出証明書の番号 名称 営業所 所在地 電話（）―番 変更年月日 年月日 変更の事由 （商号、名称又は氏名に変更があった場合） （フリガナ） 商号、名称 又は氏名 旧 法人等の1．個人2．株式会社3．持分会社4．財団法人 種別5．社団法人9．その他 （フリガナ） 商号、名称 又は氏名 新 法人等の1．個人2．株式会社3．持分会社4．財団法人 種別5．社団法人9．その他 （住所に変更があった場合） 旧住所 新住所 電話（）―番 ※ 別紙1営業所の名称等に変更があった場合 ※資料区分 ※探偵業届出証明書の番号 ※受理警察署（署） ※探偵業者名 ※変更年月日 年月日 名称 所在地 電話（）―番 旧 設置年月日 年月日 種別1．主たる営業所2．その他の営業所 広告又は宣伝 をする場合に 使用する名称 営業所 名称 ※ 所在地 電話（）―番 ※ 新 設置年月日 年月日 種別1．主たる営業所2．その他の営業所 広告又は宣伝 をする場合に 使用する名称 別紙2法人の代表者又は役員の氏名等に変更があった場合 ※資料区分 （フリガナ） 氏名 旧 住所 年月日 明治大正昭和平成令和 生年月日 12345 代表者 （フリガナ） 氏名 新 住所 電話（）―番 ※ ※ 年月日 明治大正昭和平成令和 生年月日 12345 1．取締役又は執行役2．監査役3．業務を執行す 役職 る社員4．理事5．監事9．その他 （フリガナ） 氏名 旧 住所 年月日 明治大正昭和平成令和 生年月日 12345 役員 1．取締役又は執行役2．監査役3．業務を執行す 役職 る社員4．理事5．監事9．その他 （フリガナ） 氏名 新 住所 電話（）―番 ※ ※ 年月日 明治大正昭和平成令和 生年月日 12345 （注）役員の就任又は退任のみがあった場合には、それぞれ上記の「新」欄又は「旧」欄の一方に記載すること。 記載要領 1※印欄には、記載しないこと。 2数字を付した欄は、該当する数字を〇で囲むこと。 3所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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